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(57)【要約】
【課題】処理体を液処理する液処理部内の圧力の変動を
抑制することができる液処理装置を提供する。
【解決手段】本発明による液処理装置１は、被処理体Ｗ
に対して処理液を供給して被処理体Ｗを液処理する複数
の液処理部３と、複数の液処理部３内の雰囲気を排出す
る共通排気路６と、液処理部３の各々と共通排気路６と
を連結する個別排気路３５と、個別排気路３５に開閉自
在に設けられた開閉機構５と、共通排気路６に外気を取
り込む外気取込部６５と、を備えている。共通排気路６
には、外気取込部６５から取り込まれる外気の流量を調
整する取込量調整弁が設けられている。制御部１００は
、開閉機構５の各々の開閉状態に基づいて、取込量調整
弁の開度を制御するようになっている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理する複数の液処理部と、
　複数の前記液処理部内の雰囲気を排出する共通排気路と、
　前記液処理部の各々と前記共通排気路とを連結する個別排気路と、
　前記個別排気路に開閉自在に設けられた開閉機構と、
　前記共通排気路に外気を取り込む外気取込部と、
　前記共通排気路に設けられ、前記外気取込部から取り込まれる外気の流量を調整する取
込量調整弁と、
　前記開閉機構の各々の開閉状態に基づいて、前記取込量調整弁の開度を制御する制御部
と、を備えたことを特徴とする液処理装置。
【請求項２】
　前記取込量調整弁は、前記共通排気路において、前記液処理部の各々からの排気の合流
点より排気方向上流側に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の液処理装置。
【請求項３】
　前記液処理部は、前記被処理体に対して複数種別の前記処理液を選択的に供給するよう
に構成され、
　前記共通排気路は、前記液処理部において前記被処理体に対して供給される前記処理液
の種別毎に前記液処理部内の雰囲気を排出する複数の専用共通排気路を有し、
　前記個別排気路は、対応する前記液処理部と複数の前記専用共通排気路と連結するよう
になっており、
　前記開閉機構は、前記被処理体に対して供給される前記処理液の種別に対応する前記専
用共通排気路に前記液処理部を切り替えて連結する流路切替機構を有し、
　前記専用共通排気路の各々に、外気を取り込む前記外気取込部が設けられ、
　前記専用共通排気路の各々に、前記外気取込部から取り込まれる外気の流量を調整する
前記取込量調整弁が設けられ、
　前記制御部は、前記流路切替機構の各々の切替状態に基づいて、前記取込量調整弁の各
々の開度を制御することを特徴とする請求項１または２に記載の液処理装置。
【請求項４】
　前記液処理部の各々に気体を供給する単一の気体供給部を更に備えたことを特徴とする
請求項１乃至３のいずれかに記載の液処理装置。
【請求項５】
　各液処理部は、前記被処理体を液処理する液処理空間を形成する液処理容器と、前記液
処理容器に開閉自在に設けられ、前記液処理空間を開放可能な開閉パネルと、前記開閉パ
ネルの開閉を検出するパネル検出部と、を有し、
　前記制御部は、前記パネル検出部により前記開閉パネルが開いたことが検出された場合
、対応する前記開閉機構を開くように制御することを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
かに記載の液処理装置。
【請求項６】
　被処理体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理する複数の液処理部と、複数
の前記液処理部内の雰囲気を排出する共通排気路と、前記液処理部の各々と前記共通排気
路とを連結する個別排気路と、前記個別排気路に設けられた開閉機構と、前記共通排気路
に外気を取り込む外気取込部と、前記共通排気路に設けられ、前記外気取込部から取り込
まれる外気の流量を調整する取込量調整弁と、を備えた液処理装置を用いて、前記被処理
体を液処理する液処理方法において、
　前記液処理部に前記被処理体を搬入する工程と、
　前記被処理体が搬入された前記液処理部において、前記被処理体に対して処理液を供給
して前記被処理体を液処理する工程と、を備え、
　前記被処理体を液処理する工程において、前記液処理部の雰囲気が前記個別排気路およ
び前記共通排気路を通って排出されると共に、前記開閉機構の各々の開閉状態に基づいて
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、前記取込量調整弁の開度が調整されることを特徴とする液処理方法。
【請求項７】
　前記取込量調整弁は、前記共通排気路において、前記液処理部の各々からの排気の合流
点より排気方向上流側に配置されていることを特徴とする請求項６に記載の液処理方法。
【請求項８】
　前記液処理部は、前記被処理体に対して複数種別の前記処理液を選択的に供給するよう
に構成され、
　前記共通排気路は、前記液処理部において前記被処理体に対して供給される前記処理液
の種別毎に前記液処理部内の雰囲気を排出する複数の専用共通排気路を有し、
　前記個別排気路は、対応する前記液処理部と複数の前記専用共通排気路とを連結するよ
うになっており、
　前記開閉機構は、前記被処理体に対して供給される前記処理液の種別に対応する前記専
用共通排気路に前記液処理部を切り替えて連結する流路切替機構を有し、
　前記専用共通排気路の各々に、外気を取り込む前記外気取込部が設けられ、
　前記専用共通排気路の各々に、前記外気取込部から取り込まれる外気の流量を調整する
前記取込量調整弁が設けられ、
　前記被処理体を液処理する工程において、前記流路切替機構の各々の切替状態に基づい
て、前記取込量調整弁の各々の開度が調整されることを特徴とする請求項６または７に記
載の液処理方法。
【請求項９】
　前記被処理体を液処理する工程において、前記液処理部の各々に、単一の気体供給部か
ら気体が供給されることを特徴とする請求項６乃至８のいずれかに記載の液処理方法。
【請求項１０】
　各液処理部は、前記被処理体を液処理する液処理空間を形成する液処理容器と、前記液
処理容器に開閉自在に設けられ、前記液処理空間を開放可能な開閉パネルと、前記開閉パ
ネルの開閉を検出するパネル検出部と、を有し、
　前記被処理体を液処理する工程において、前記パネル検出部により前記開閉パネルが開
いたことが検出された場合、対応する前記開閉機構を開くように制御することを特徴とす
る請求項６乃至９のいずれかに記載の液処理方法。
【請求項１１】
　液処理方法を実行するためのコンピュータプログラムが記録された記録媒体であって、
　この液処理方法は、
　被処理体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理する複数の液処理部と、複数
の前記液処理部内の雰囲気を排出する共通排気路と、前記液処理部の各々と前記共通排気
路とを連結する個別排気路と、前記個別排気路に設けられた開閉機構と、前記共通排気路
に外気を取り込む外気取込部と、前記共通排気路に設けられ、前記外気取込部から取り込
まれる外気の流量を調整する取込量調整弁と、を備えた液処理装置を用いて、前記被処理
体を液処理する液処理方法において、
　前記液処理部に前記被処理体を搬入する工程と、
　前記被処理体が搬入された前記液処理部において、前記被処理体に対して処理液を供給
して前記被処理体を液処理する工程と、を備え、
　前記被処理体を液処理する工程において、前記液処理部の雰囲気が前記個別排気路およ
び前記共通排気路を通って排出されると共に、前記開閉機構の各々の開閉状態に基づいて
、前記取込量調整弁の開度が調整されることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被処理体を液処理する液処理装置、液処理方法およびこの液処理方法を実行
するためのコンピュータプログラムが記録された記録媒体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　半導体デバイスなどの製造工程には、半導体ウエハ（以下単にウエハと記す）などの被
処理体の表面に薬液や純水などの処理液を供給してウエハに付着したパーティクルや汚染
物質を除去する液処理工程がある。こうした液処理工程を行う液処理装置の一つに、ウエ
ハを回転させながら当該ウエハの表面に処理液を供給して液処理する液処理装置がある。
この種の液処理装置では、単位時間当たりのウエハの処理枚数（スループット）を増大さ
せるために、例えば同種の液処理を実行可能な複数（例えば４～５台）の液処理ユニット
（液処理部）を設け、共通の搬送機構を用いて各液処理ユニットにウエハを搬送し、複数
の液処理ユニットにて並行してウエハの液処理を行うようになっている。
【０００３】
　このような液処理ユニットは、例えば、ウエハを載置して回転させるスピンチャックと
、スピンチャックに保持されたウエハを囲むように設けられ、ウエハの表面に供給されて
飛散した処理液を回収するカップと、を備えている。処理液としては、酸性薬液やアルカ
リ性薬液などが用いられており、処理に応じて、薬液をウエハＷに選択的に供給するよう
に構成されている。
【０００４】
　ここで、特許文献１には、複数の液処理ユニットを水平に配置すると共に、酸性薬液用
の排気ラインおよびアルカリ性薬液用の排気ラインを備える液処理装置が記載されている
。例えば、酸性薬液用の排気ラインにおいては、各液処理ユニットに、酸性処理時の液処
理ユニット内の雰囲気を液処理ユニット毎に排出する酸排気管が接続され、各酸排気管に
酸排気配管が接続されて、各液処理ユニット内の雰囲気が、各酸排気管を通って、酸排気
配管によって一括して排出されるようになっている。また、各酸排気管には、対応する液
処理ユニットにおける液処理の種別に応じて開閉するバルブが設けられている。さらに、
各液処理ユニットには、気流導入部から清浄空気が常に導入されており、各液処理ユニッ
ト内の清浄度が保たれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３４４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した液処理装置においては、酸排気配管の排気量は一定になってい
る。このため、各酸排気管に設けられたバルブのうち一のバルブが閉じられた場合、他の
バルブに対応する液処理ユニットの排気量が増大し、当該液処理ユニット内の圧力が変動
して低下するという問題がある。この場合、当該液処理ユニット内に外部から空気が混入
され、液処理ユニット内の清浄度が低下する可能性がある。
【０００７】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、被処理体を液処理する液処理
部内の圧力の変動を抑制することができる液処理装置、液処理方法、およびこの液処理方
法を実行するためのコンピュータプログラムが記録された記録媒体を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、被処理体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理する複数の液処理
部と、複数の前記液処理部内の雰囲気を排出する共通排気路と、前記液処理部の各々と前
記共通排気路とを連結する個別排気路と、前記個別排気路に開閉自在に設けられた開閉機
構と、前記共通排気路に外気を取り込む外気取込部と、前記共通排気路に設けられ、前記
外気取込部から取り込まれる外気の流量を調整する取込量調整弁と、前記開閉機構の各々
の開閉状態に基づいて、前記取込量調整弁の開度を制御する制御部と、を備えたことを特
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徴とする液処理装置を提供する。
【０００９】
　なお、上述した液処理装置において、前記取込量調整弁は、前記共通排気路において、
前記液処理部の各々からの排気の合流点より排気方向上流側に配置されている、ことが好
ましい。
【００１０】
　また、上述した液処理装置において、前記液処理部は、前記被処理体に対して複数種別
の前記処理液を選択的に供給するように構成され、前記共通排気路は、前記液処理部にお
いて前記被処理体に対して供給される前記処理液の種別毎に前記液処理部内の雰囲気を排
出する複数の専用共通排気路を有し、前記個別排気路は、対応する前記液処理部と複数の
前記専用共通排気路と連結するようになっており、前記開閉機構は、前記被処理体に対し
て供給される前記処理液の種別に対応する前記専用共通排気路に前記液処理部を切り替え
て連結する流路切替機構を有し、前記専用共通排気路の各々に、外気を取り込む前記外気
取込部が設けられ、前記専用共通排気路の各々に、前記外気取込部から取り込まれる外気
の流量を調整する前記取込量調整弁が設けられ、前記制御部は、前記流路切替機構の各々
の切替状態に基づいて、前記取込量調整弁の各々の開度を制御する、ことが好ましい。
【００１１】
　また、上述した液処理装置において、前記液処理部の各々に気体を供給する単一の気体
供給部を更に備えた、ことが好ましい。
【００１２】
　また、上述した液処理装置において、各液処理部は、前記被処理体を液処理する液処理
空間を形成する液処理容器と、前記液処理容器に開閉自在に設けられ、前記液処理空間を
開放可能な開閉パネルと、前記開閉パネルの開閉を検出するパネル検出部と、を有し、前
記制御部は、前記パネル検出部により前記開閉パネルが開いたことが検出された場合、対
応する前記開閉機構を開くように制御する、ことが好ましい。
【００１３】
　本発明は、被処理体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理する複数の液処理
部と、複数の前記液処理部内の雰囲気を排出する共通排気路と、前記液処理部の各々と前
記共通排気路とを連結する個別排気路と、前記個別排気路に設けられた開閉機構と、前記
共通排気路に外気を取り込む外気取込部と、前記共通排気路に設けられ、前記外気取込部
から取り込まれる外気の流量を調整する取込量調整弁と、を備えた液処理装置を用いて、
前記被処理体を液処理する液処理方法において、前記液処理部に前記被処理体を搬入する
工程と、前記被処理体が搬入された前記液処理部において、前記被処理体に対して処理液
を供給して前記被処理体を液処理する工程と、を備え、前記被処理体を液処理する工程に
おいて、前記液処理部の雰囲気が前記個別排気路および前記共通排気路を通って排出され
ると共に、前記開閉機構の各々の開閉状態に基づいて、前記取込量調整弁の開度が調整さ
れることを特徴とする液処理方法を提供する。
【００１４】
　なお、上述した液処理方法において、前記取込量調整弁は、前記共通排気路において、
前記液処理部の各々からの排気の合流点より排気方向上流側に配置されている、ことが好
ましい。
【００１５】
　また、上述した液処理方法において、前記液処理部は、前記被処理体に対して複数種別
の前記処理液を選択的に供給するように構成され、前記共通排気路は、前記液処理部にお
いて前記被処理体に対して供給される前記処理液の種別毎に前記液処理部内の雰囲気を排
出する複数の専用共通排気路を有し、前記個別排気路は、対応する前記液処理部と複数の
前記専用共通排気路とを連結するようになっており、前記開閉機構は、前記被処理体に対
して供給される前記処理液の種別に対応する前記専用共通排気路に前記液処理部を切り替
えて連結する流路切替機構を有し、前記専用共通排気路の各々に、外気を取り込む前記外
気取込部が設けられ、前記専用共通排気路の各々に、前記外気取込部から取り込まれる外
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気の流量を調整する前記取込量調整弁が設けられ、前記被処理体を液処理する工程におい
て、前記流路切替機構の各々の切替状態に基づいて、前記取込量調整弁の各々の開度が調
整される、ことが好ましい。
【００１６】
　また、上述した液処理方法において、前記被処理体を液処理する工程において、前記液
処理部の各々に、単一の気体供給部から気体が供給される、ことが好ましい。
【００１７】
　また、上述した液処理方法において、各液処理部は、前記被処理体を液処理する液処理
空間を形成する液処理容器と、前記液処理容器に開閉自在に設けられ、前記液処理空間を
開放可能な開閉パネルと、前記開閉パネルの開閉を検出するパネル検出部と、を有し、前
記被処理体を液処理する工程において、前記パネル検出部により前記開閉パネルが開いた
ことが検出された場合、対応する前記開閉機構を開くように制御する、ことが好ましい。
【００１８】
　本発明は、液処理方法を実行するためのコンピュータプログラムが記録された記録媒体
であって、この液処理方法は、被処理体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理
する複数の液処理部と、複数の前記液処理部内の雰囲気を排出する共通排気路と、前記液
処理部の各々と前記共通排気路とを連結する個別排気路と、前記個別排気路に設けられた
開閉機構と、前記共通排気路に外気を取り込む外気取込部と、前記共通排気路に設けられ
、前記外気取込部から取り込まれる外気の流量を調整する取込量調整弁と、を備えた液処
理装置を用いて、前記被処理体を液処理する液処理方法において、前記液処理部に前記被
処理体を搬入する工程と、前記被処理体が搬入された前記液処理部において、前記被処理
体に対して処理液を供給して前記被処理体を液処理する工程と、を備え、前記被処理体を
液処理する工程において、前記液処理部の雰囲気が前記個別排気路および前記共通排気路
を通って排出されると共に、前記開閉機構の各々の開閉状態に基づいて、前記取込量調整
弁の開度が調整されることを特徴とする記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、被処理体を液処理する液処理部内の圧力の変動を抑制することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の実施の形態における液処理装置の一例を示す横断平面図である
。
【図２】図２は、本発明の実施の形態における液処理装置において、液処理ユニットの構
成を示す概略図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態における液処理装置の排気系を示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態における液処理方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態における液処理装置、液処理方法、および
この液処理方法を実行するためのコンピュータプログラムが記録された記録媒体について
説明する。まず、図１により、液処理装置１の全体構成について説明する。
【００２２】
　図１に示すように、液処理装置１は、複数枚のウエハＷ（被処理体、以下単にウエハＷ
と記す）を収容したキャリアを載置するための複数の載置台２１と、載置台２１に載置さ
れたキャリアからウエハＷを取り出すための搬送アーム２２と、搬送アームによって取り
出されたウエハＷを載置するための棚ユニット２３と、棚ユニット２３に載置されたウエ
ハＷを受け取り、当該ウエハＷを後述する各液処理ユニット３内に搬送する搬送アーム２
４と、を備えている。このうち、搬送アーム２４は、搬送路２５内を移動自在に構成され
ており、この搬送路２５の両側に、液処理部をなす複数の液処理ユニット３（３Ａ～３Ｊ
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）が設けられている。このようにして、搬送アーム２５は、棚ユニット２３と各液処理ユ
ニット３との間を移動し、ウエハＷを、液処理ユニット３に対して搬出入するようになっ
ている。
【００２３】
　次に、図２を参照しながら液処理ユニット３の構成について説明する。液処理ユニット
３は、ウエハＷに対して複数種別の処理液を選択的に供給して、ウエハＷを枚葉式に液処
理するように構成されている。このような液処理ユニット３は、ウエハＷを液処理する密
閉された液処理空間３１ａを形成し、開口部３１ｂを含むアウターチャンバ（液処理容器
）３１と、アウターチャンバ３１に開閉自在に設けられ、開口部３１ｂを介して処理液空
間３１ａを開放可能な開閉パネル３１ｃと、開閉パネル３１ｃの開閉を検出するパネル検
出部３１ｄと、を有している。このうち、パネル検出部３１ｄは、アウターチャンバ３１
に取り付けられてもよく、あるいは、開閉パネル３１ｃに取り付けられてもよい。なお、
各パネル検出部３１ｄには、後述する制御部１００（図３参照）が接続されている。また
、図1に示すように、アウターチャンバ３１には、ウエハＷが搬入出されるウエハ搬入出
口３１ｅが設けられている。
【００２４】
　アウターチャンバ３１内には、液処理空間３１ａ内にてウエハＷをほぼ水平に保持した
状態で回転させるウエハ保持機構３２が設けられている。このウエハ保持機構３２には、
当該ウエハ保持機構３２を駆動する回転駆動部３２ａが連結されている。また、ウエハ保
持機構３２の上方には、ウエハ保持機構３２に保持されたウエハＷの上面に処理液を選択
的に供給するノズルアーム３３が設けられており、ウエハ保持機構３２の周囲には、回転
するウエハＷから周囲に飛散した薬液（処理液）を受けるためのインナーカップ３４が設
けられている。
【００２５】
　アウターチャンバ３１には図示しないウエハ搬入出口３１ｅを介して搬送アーム２４（
図１参照）によりウエハＷが搬入出される。このアウターチャンバ３１の底面には、当該
アウターチャンバ３１内の雰囲気を液処理ユニット３毎に排出するための個別排気路３５
が連結されると共に、アウターチャンバ３１の底面に溜まったＤＩＷ液などの液体を排出
するための排水路３６が設けられている。インナーカップ３４には、ウエハＷから飛散し
てインナーカップ３４にて受けた薬液を排出する排液路３７が設けられている。また、ウ
エハ保持機構３２の内部には薬液供給路３８が形成されており、回転するウエハＷの下面
に当該薬液供給路３８を介して薬液を供給するようになっている。
【００２６】
　ノズルアーム３３の先端部には、処理液供給用のノズル３３ａが設けられている。この
ノズル３３ａには、ＩＰＡ供給部４１、ＤＩＷ供給部４２、ＳＣ１供給部４３、ＤＨＦ供
給部４４が供給路４５、４６、４７を介して連結されている。また、ＤＩＷ供給部４２、
ＳＣ１供給部４３、ＤＨＦ供給部４４は、供給路４７、４８を介して、ウエハ保持機構３
２の供給路３８にも連結されている。
【００２７】
　ＩＰＡ供給部４１は、高い揮発性を利用してウエハＷを乾燥させるためのＩＰＡ（イソ
プロピルアルコール）液を供給し、ＤＩＷ供給部４２は、薬液処理後のウエハＷに残存す
る薬液を除去するためのリンス液（処理液）であるＤＩＷ（Deionized Water）液を供給
するようになっている。また、ＳＣ１供給部４３は、ウエハＷ表面のパーティクルや有機
性の汚染物質を除去するための薬液であるＳＣ１液（アンモニアと過酸化水素水の混合液
）を供給し、ＤＨＦ供給部４４は、ウエハＷ表面の自然酸化膜を除去するＤＨＦ液（希フ
ッ酸水溶液：ＤＨＦ（Diluted Hydrofluoric acid）液）を供給するように構成されてい
る。図中、４１ａは、ノズル３３ａへのＩＰＡ液の供給量を調整するマスフローコントロ
ーラであり、４０は切替弁、４９ａ、４９ｂは、各々ノズルアーム３３側、ウエハ保持機
構３２側への処理液の供給量を調整するマスフローコントローラである。ここで、薬液の
内、ＩＰＡ液が有機系薬液、ＤＨＦ液が酸性薬液、ＳＣ１液がアルカリ性薬液にそれぞれ
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相当する。
【００２８】
　続いて、液処理ユニット３の排気系について説明する。本実施の形態においては、一例
として、図１に示すように、搬送路２４の両側に５つの液処理ユニット３がそれぞれ配列
されているが、液処理ユニット３Ａ～３Ｅに対応する排気系と、液処理ユニット３Ｆ～３
Ｊに対応する排気系は、概略等しいため、ここでは、液処理ユニット３Ａ～３Ｅに対応す
る排気系について説明する。
【００２９】
　図３に示すように、各液処理ユニット３には、個別排気路３５を介して、液処理ユニッ
ト３のアウターチャンバ３１内の雰囲気を排出する共通排気路６が連結されている。この
共通排気路６は、液処理ユニット３においてウエハＷに対して供給される処理液の種別毎
に液処理ユニット３のアウターチャンバ３１内の雰囲気を排出する複数の専用共通排気路
６１～６３を有している。すなわち、図３に示す形態においては、共通排気路６は、乾燥
処理時のアウターチャンバ３１内の雰囲気を排出する第１専用共通排気路６１と、アルカ
リ性薬液処理時のアウターチャンバ３１内の雰囲気を排出する第２専用共通排気路６２と
、酸性薬液処理時のアウターチャンバ３１内の雰囲気を排出する第３専用共通排気路６３
と、を有している。そして、各個別排気路３５は、対応する液処理ユニット３と各専用共
通排気路６１～６３との間を連結するようになっている。
【００３０】
　各専用共通排気路６１～６３には、各液処理ユニット３のアウターチャンバ３１内から
の排気量を調整するための排気ダンパー６４が設けられている。各排気ダンパー６４は、
制御部１００に接続され、この制御部１００からの指令に基づいて、液処理ユニット３の
アウターチャンバ３１内からの排気量を所定量に設定可能になっている。
【００３１】
　また、各専用共通排気路６１～６３に、排気ダンパー６４よりも排気方向下流側におい
て、液処理装置１の外部に設けられた排気駆動部１１０に連結されており、各専用共通排
気路６１～６３内を吸引して、各アウターチャンバ３１内の雰囲気を排出し、図示しない
回収設備に送られるようになっている。なお、図３においては、各液処理ユニット３から
の排気の流れを明瞭に示すために模式的に示したものであり、各専用共通排気路６１～６
３の実際の配置を示したものではなく、各専用共通排気路６１～６３の配置は、任意とす
ることができる。
【００３２】
　各個別排気路３５には、開閉機構５が開閉自在に設けられている。本実施の形態におい
ては、開閉機構５は、液処理ユニット３を、当該液処理ユニット３においてウエハＷに対
して供給される処理液の種別に対応した専用共通排気路６１～６３に切り替えて連結する
流路切替機構５を有している。この流路切替機構５は、液処理ユニット３と専用共通排気
路６１～６３とを連通する各流路を選択的に開閉することにより、流路を切り替えるもの
として構成されている。このような流路切替機構５としては、例えば、（流体の流れが逆
とはなるが）図２に示す切替弁４０のように、３つの開閉弁を用いて構成してもよく、あ
るいは、これと同等の機能を有するような構造としてもよい。なお、各流路切替機構５に
は、制御部１００が接続され、この制御部１００からの指令に基づいて、各流路切替機構
５が制御されるようになっている。
【００３３】
　各専用共通排気路６１～６３には、外気を取り込む外気取込部６５が設けられている。
各外気取込部６５は、図３に示すように、対応する専用共通排気路６１～６３において、
排気駆動部１１０とは反対側の端部に設けられている。なお、このような外気取込部６５
は、専用共通排気路６１～６３の当該端部を外気に対して開放することにより構成するこ
とができる。
【００３４】
　また、各専用共通排気路６１～６３には、外気取込部６５から取り込まれる外気の流量
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を調整する取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３が設けられている。具体的には、第１専用共通排
気路６１に第１取込量調整弁Ｖ１１が設けられ、第２専用共通排気路６２に第２取込量調
整弁Ｖ１２が設けられ、第３専用共通排気路６３に第３取込量調整弁Ｖ１３が設けられて
いる。各取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３は、対応する専用共通排気路６１～６３において、
各液処理ユニット３からの排気の合流点６６ａ～６６ｅより、図３中に矢印で示す排気方
向上流側に配置されている。すなわち、各液処理ユニット３Ａ～３Ｅからの排気は、専用
共通排気路６１～６３において合流点６６ａ～６６ｅで合流するようになっているが、こ
のうち排気方向上流側に配置されている合流点６６ａより排気方向上流側に、各取込量調
整弁Ｖ１１～Ｖ１３が配置されている。そして、各取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３よりさら
に排気方向上流側に、外気取込部６５が配置されている。なお、各取込量調整弁Ｖ１１～
Ｖ１３には制御部１００が接続され、この制御部１００からの指令に基づいて、各取込量
調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度が制御されるようになっている。また、このような取込量調
整弁Ｖ１１～Ｖ１３は、例えば、バタフライバルブにより構成することができる。
【００３５】
　各液処理ユニット３には、アウターチャンバ３１に清浄な空気（気体）をダウンフロー
として供給する単一のファンフィルターユニット（気体供給部、ＦＦＵ）７が連結されて
いる。各アウターチャンバ３１とファンフィルターユニット７とは、気体供給路７１を介
して連結されており、ファンフィルターユニット７からの清浄な気体は、気体供給路７１
を介して、各アウターチャンバ３１内に供給されるようになっている。このようにして、
薬液から蒸発して気化したガスが、上昇して拡散することを防止すると共に、各液処理容
器３内の清浄度を保っている。なお、ファンフィルターユニット７は、制御部１００に接
続され、この制御部１００からの指令に基づいて、供給される清浄な空気の流量が制御さ
れるようになっている。
【００３６】
　上述したように、流路切替機構５および取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３には、制御部１０
０が接続されている。この制御部１００は、各流路切替機構５の切替状態に基づいて、各
取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度を制御するようになっている。例えば、制御部１００
は、第１専用共通排気路６１に連結されている液処理ユニット３の個数が減少するにつれ
て、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を大きくするように、当該第１取込量調整弁Ｖ１１を
制御する。具体的には、第１専用共通排気路６１に５つの個別排気路３５が連結されてい
る場合には、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を第１の開度に調整する。第１専用共通排気
路６１に４つの個別排気路３５が連結されている場合には、第１取込量調整弁Ｖ１１の開
度を第２の開度に調整する。同様にして、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を、３つの個別
排気路３５が連結されている場合には第３の開度に、２つの個別排気路３５が連結されて
いる場合には第４の開度に、１つの個別排気路３５が連結されている場合には第５の開度
に、個別排気路３５がいずれも連結されていない場合には、第６の開度に調整する。ここ
で上述した各角度の関係は、第１の開度＜第２の開度＜第３の開度＜第４の開度＜第５の
開度＜第６の開度となる。このようにして、外気取込部６５から取り込まれる外気の流量
を調整することにより、第１専用共通排気路６１に連結されている液処理ユニット３のア
ウターチャンバ３１からの排気量が変動することを抑制している。また、制御部１００は
、第２取込量調整弁Ｖ１２および第３取込量調整弁Ｖ１３についても、上述した第１取込
量調整弁Ｖ１１と同様にして、それぞれの開度を調整するようになっている。
【００３７】
　また、制御部１００は、上述したパネル検出部３１ｄにより開閉パネル３１ｃが開いた
ことが検出された場合、対応する流路切替機構５を制御するようになっている。すなわち
、制御部１００は、パネル検出部３１ｄにより開閉パネル３１ｃが開いていることが検出
された場合、対応する開閉機構５を開くように、すなわち、対応する液処理ユニット３と
各専用共通排気路６１～６３のうちの一つの専用共通排気路が連通するように、流路切替
機構５を制御する。この場合、制御部１００は、この流路切替機構５の切替状態を、上述
のようにして取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度の調整に反映させる。
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【００３８】
　さらに、制御部１００は、上述したファンフィルターユニット７および排気ダンパー６
４をも制御しており、各液処理ユニット３のアウターチャンバ３１の内圧が、所定の圧力
（例えば、大気圧）に維持されるようになっている。
【００３９】
　ところで、図３に示すように、制御部１００には、工程管理者等が液処理装置１を管理
するために、コマンドの入力操作等を行うキーボードや、液処理装置１の稼働状況等を可
視化して表示するディスプレイ等からなる入出力装置１０１が接続されている。また、制
御部１００は、液処理装置１で実行される処理を実現するためのプログラム等が記録され
た記録媒体１０２にアクセス可能となっている。記録媒体１０２は、ＲＯＭおよびＲＡＭ
等のメモリ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、およびフレキシブルディ
スク等のディスク状記録媒体等、既知の記録媒体から構成され得る。このようにして、制
御部１００が、記録媒体１０２に予め記録されたプログラム等を実行することによって、
液処理装置１においてウエハＷの処理が行われるようになっている。
【００４０】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用、すなわち本実施の形態による液処
理方法について説明する。なお、以下に説明する液処理方法を実行するための各構成要素
の動作は、予め記録媒体１０２に記録されたプログラムに基づいた制御部１００からの制
御信号によって制御される。
【００４１】
　まず、図４に示すように、液処理ユニット３内にウエハＷが搬入される（ステップＳ１
）。この場合、まず、図１に示すように、ウエハＷが収容されたキャリアが載置台２１に
載置され、搬送アーム２２によりキャリア内からウエハＷが取り出されて棚ユニット２３
に載置される。続いて、搬送アーム２４が棚ユニット２３からウエハＷを受け取って、所
定の液処理ユニット３のアウターチャンバ３１内にウエハ搬入出口３１ｅを介して搬入さ
れ、ウエハＷがウエハ保持機構３２に受け渡されて保持される。
【００４２】
　続いて、ウエハ保持機構３２に保持されたウエハＷの上方に、ノズルアーム３３のノズ
ル３３ａが移動する。また、流路切替機構５により、液処理ユニット３のアウターチャン
バ３１が第２専用共通排気路６２に切り替えられて連結され、ウエハ保持機構３２が回転
駆動部３２ａによって駆動され、ウエハＷが回転する。なお、以下に述べるウエハＷの液
処理を行っている間、排気駆動部１１０は駆動され続ける。
【００４３】
　次に、液処理ユニット３において、ウエハＷに対して各種処理液が選択的に供給されて
、ウエハＷが液処理される。
【００４４】
　まず、ウエハＷがアルカリ性薬液処理される（ステップＳ２）。この場合、ノズル３３
ａ及び薬液供給路３８によりウエハＷの上下面にＳＣ１液が供給される。このことにより
、ウエハＷの上下面がアルカリ洗浄される。この間、アウターチャンバ３１内の雰囲気が
、個別排気路３５および第２専用共通排気路６２を通って排出される。なお、アウターチ
ャンバ３１内には、ウエハＷの回転によってＳＣ１液が飛散している。このため、アウタ
ーチャンバ３１内の雰囲気は、ＳＣ１液のミストと共に排出される。
【００４５】
　アルカリ性薬液処理が終了した後、ノズル３３ａ及び薬液供給路３８によりウエハＷの
上下面にＤＩＷ液が供給され、ウエハＷがリンス処理される（ステップＳ３）。その後、
振切乾燥が行われる（ステップＳ４）。
【００４６】
　次に、流路切替機構５により、アウターチャンバ３１が第３専用共通排気路６３に切り
替えられて連結される。
【００４７】
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　続いて、ウエハＷが酸性薬液処理される（ステップＳ５）。この場合、ノズル３３ａ及
び薬液供給路３８によりウエハＷの上下面にＤＨＦ液が供給される。このことにより、ウ
エハＷの上下面が酸洗浄される。この間、アウターチャンバ３１内の雰囲気が、個別排気
路３５および第３専用共通排気路６３を通って排出される。なお、アウターチャンバ３１
内には、ウエハＷの回転によってＤＨＦ液が飛散している。このため、アウターチャンバ
３１内の雰囲気は、ＤＨＦ液のミストと共に排出される。
【００４８】
　酸性薬液処理が終了した後、ノズル３３ａ及び薬液供給路３８によりウエハＷの上下面
にＤＩＷ液が供給され、ウエハＷがリンス処理される（ステップＳ６）。
【００４９】
　その後、流路切替機構５により、アウターチャンバ３１が第１専用共通排気路６１に切
り替えられて連結される。
【００５０】
　続いて、ウエハＷが乾燥処理される（ステップＳ７）。この場合、ノズル３３ａにより
ウエハＷの上面にＩＰＡ液が供給される。このことにより、ウエハＷの上面に残存するＤ
ＩＷ液が除去されて、ウエハＷが乾燥する。この間、アウターチャンバ３１内の雰囲気が
、個別排気路３５および第１専用共通排気路６１を通って排出される。なお、アウターチ
ャンバ３１内には、ウエハＷの回転によってＩＰＡ液が飛散している。このため、アウタ
ーチャンバ３１内の雰囲気は、ＩＰＡ液のミストと共に排出される。
【００５１】
　このようにして、ウエハＷの液処理が終了する。
【００５２】
　ところで、各液処理ユニット３における液処理の各ステップは、液処理ユニット３毎に
それぞれのタイミングで行われている。すなわち、各液処理ユニット３におけるアルカリ
性薬液処理、酸性薬液処理および乾燥処理のタイミングがずれて、各流路切替機構５の切
替状態が互いに異なっている場合がある。例えば、液処理ユニット３Ａに対応する流路切
替機構５が、当該液処理ユニット３Ａを第１専用共通排気路６１に連結し、液処理ユニッ
ト３Ｂに対応する流路切替機構５が、当該液処理ユニット３Ｂを第２専用共通排気路６２
に連結している場合が考えられる。
【００５３】
　そこで、本実施の形態においては、ウエハＷの液処理が行われている間、各流路切替機
構５の切替状態に基づいて、各専用共通排気路６１～６３に取り込まれる外気の流量を調
整する取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度が調整されている。具体的には、例えば、制御
部１００は、第１専用共通排気路６１に連結されている液処理ユニット３の個数が減少す
るにつれて、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を大きくするように、当該第１取込量調整弁
Ｖ１１を制御する。第２取込量調整弁Ｖ１２および第３取込量調整弁Ｖ１３も同様にして
制御する。このことにより、各外気取込部６５から各専用共通排気路６１～６３に取り込
まれる外気の流量が調整され、各アウターチャンバ３１からの排気量が変動することを抑
制している。
【００５４】
　ウエハＷの液処理が終了した後、ウエハＷが入れ替えられる（ステップＳ８）。この場
合、まず、アウターチャンバ３１のウエハ搬入出口３１ｅが開いて、アウターチャンバ３
１内に搬送アーム２４が進入して処理後のウエハＷが搬出される。搬出されたウエハＷは
、棚ユニット２３に受け渡され、搬送アーム２２によって載置台２１上のキャリアに収容
される。その後、処理前のウエハＷをステップＳ１と同様にして搬入して液処理すること
により、複数のウエハＷを連続的に液処理することができる。
【００５５】
　ところで、各液処理ユニット３内でウエハＷの液処理が行われている間に、一部の液処
理ユニット３のアウターチャンバ３１の内部点検などを目的として、開閉パネル３１ｃが
開けられる場合がある。この場合には、まず、アウターチャンバ３１に設けられたパネル
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検出部３１ｄにより、開閉パネル３１ｃが開いたことが検出される。次に、当該アウター
チャンバ３１に対応する個別排気路３５を開くように、すなわち、当該液処理ユニット３
のアウターチャンバ３１と各専用共通排気路６１～６３のうちの一の専用共通排気路とが
連通するように、流路切替機構５が制御される。その後、この流路切替機構５の切替状態
が、上述のようにして取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度の調整に反映される。
【００５６】
　このように本実施の形態によれば、各専用共通排気路６１～６３に、外気を取り込む外
気取込部６５が設けられ、この外気取込部６５から取り込まれる外気の取込量を調整する
取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３が設けられて、各取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度が、各
流路切替機構５の切替状態に基づいて制御されている。このことにより、各液処理ユニッ
ト３におけるアルカリ性薬液処理、酸性薬液処理およびＩＰＡ乾燥処理のタイミングがず
れて、各流路切替機構５の切替状態が互いに異なっている場合であっても、外気取込部６
５から取り込まれる外気の流量を調整することにより、各液処理ユニット３のアウターチ
ャンバ３１からの排気量が変動することを抑制することができる。このため、各アウター
チャンバ３１の内圧が変動して低下することを抑制することができる。この場合、例えば
、アウターチャンバ３１の内圧が低下してアウターチャンバ３１内に外気が取り込まれて
清浄度が低下することを防止することができる。
【００５７】
　また、本実施の形態によれば、例えば、液処理ユニット３のアウターチャンバ３１の内
部点検などを目的として、液処理ユニット３の開閉パネル３１ｃが開いた場合、このこと
をパネル検出部３１ｄが検出することにより、対応する流路切替機構５が、当該液処理ユ
ニット３のアウターチャンバ３１と各専用共通排気路６１～６３のうちの一の専用共通排
気路とが連通するように、制御される。このことにより、ファンフィルターユニット７か
ら供給された空気を、個別排気路３５に排出することができる。また、当該流路切替機構
５を含む各流路切替機構５の切替状態に基づいて、取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度が
調整される。このことにより、例えば、一の液処理ユニット３の開閉パネル３１ｃが開け
られた場合であっても、他の液処理ユニット３のアウターチャンバ３１からの排気量が変
動することを抑制し、他の液処理ユニット３のアウターチャンバ３１の内圧が変動するこ
とを抑制することができる。この場合、例えば、一の液処理ユニット３の内部点検を行い
ながら、他の液処理ユニット３においてウエハＷの液処理を行うことができる。
【００５８】
　以上、本発明による実施の形態について説明してきたが、当然のことながら、本発明の
要旨の範囲内で、種々の変形も可能である。以下、代表的な変形例について説明する。
【００５９】
　すなわち、本実施の形態においては、各液処理ユニット３には、個別排気路３５を介し
て各専用共通排気路６１～６３が連結されている例について説明した。しかしながら、こ
のことに限られることはない。例えば、個別排気路３５が、液処理ユニット３においてウ
エハＷに対して供給される処理液の種別毎にアウターチャンバ３１内の雰囲気を排出する
複数の専用個別排気路（図示せず）を有し、各液処理ユニット３に、各専用個別排気路を
介して、対応する専用共通排気路６１～６３が連結されるようにしてもよい。この場合、
各専用個別排気路に開閉自在な開閉弁（図示せず）を設けて、当該３つの開閉弁により流
路切替機構５を構成することができる。
【００６０】
　また、本実施の形態においては、３種類の処理液に応じて、３つの専用共通排気路６１
～６３が設けられ、開閉機構５が、液処理ユニット３を、処理液の種別に対応した専用共
通排気路６１～６３に切り替えて連結する例について説明した。しかしながらこのことに
限られることはなく、共通排気路６が、単一の専用共通排気路からなり、開閉機構５が、
個別排気路３５、すなわち液処理ユニット３と当該単一の専用共通排気路との間の流路を
単に開閉するように構成されていてもよい。この場合、制御部１００は、当該開閉機構５
の開閉状態に基づいて、各取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度を制御すればよい。
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　また、本実施の形態においては、共通排気路６は、３つの専用共通排気路６１～６３に
より構成される例について説明したが、液処理ユニット３において使用される処理液の種
別数に応じて、２つまたは４つ以上の専用共通排気路により構成されていてもよい。
【００６２】
　また、本実施の形態においては、外気取込部６５および各取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３
が、各液処理ユニット３からの排気の合流点６６ａ～６６ｅより、排気方向上流側に配置
されている例について説明した。しかしながらこのことに限られることはなく、外気取込
部６５および各取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３は、対応する専用共通排気路６１～６３にお
いて任意の位置に配置することもできる。
【００６３】
　さらに、本実施の形態においては、アルカリ性薬液としてＳＣ１液を用い、酸性薬液と
してＳＣ１液を用い、リンス液としてＤＩＷ液を用い、有機系薬液としてＩＰＡ液を用い
る例について説明した。しかしながら、このことに限られることはなく、アルカリ性薬液
としてアンモニア水等を用いても良く、酸性薬液としてＨＦ（フッ化水素）やＳＣ２（塩
酸と過酸化水素水の混合溶液）等を用いても良い。また、リンス液および有機系薬液を含
め、各処理液には一般に使用されている他の処理液を用いても良い。
【００６４】
　なお、以上の説明においては、本発明による液処理装置、液処理方法、およびこの液処
理方法を実行するためのコンピュータプログラムが記録された記録媒体を、半導体ウエハ
Ｗの洗浄処理に適用した例を示している。しかしながらこのことに限られることはなく、
ＬＣＤ基板またはＣＤ基板等、種々の基板（被処理体）等の洗浄に本発明を適用すること
も可能である。
【符号の説明】
【００６５】
１　　　液処理装置
３　　　液処理ユニット
３１　　アウターチャンバ
３１ａ　液処理空間
３１ｂ　開口部
３１ｃ　開閉パネル
３１ｄ　パネル検出部
３５　　個別排気路
５　　　開閉機構（流路切替機構）
６　　　共通排気路
６１　　第１専用共通排気路
６２　　第２専用共通排気路
６３　　第３専用共通排気路
６５　　外気取込部
６６ａ～６６ｅ　合流点
７　　　ファンフィルターユニット
１００　制御部
１０２　記録媒体
Ｖ１１　第１取込量調整弁
Ｖ１２　第２取込量調整弁
Ｖ１３　第３取込量調整弁
Ｗ　　　ウエハ
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